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越谷市総合振興計画 
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関係する法律 

障害者基本法 

児童福祉法 

障害者総合支援法 

国・県の計画 

障害者基本計画（国） 

埼玉県障害者支援計画 

本市のその他の 
関連計画 

教育振興基本計画 

障がい者活躍推進計画 

データヘルス計画 

自殺対策推進計画 

人権施策推進指針 

など 

越
谷
市
子
ど
も
計
画 

越
谷
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画 

 

１ 趣旨 

  この基本方針は、「第６次越谷市障がい者計画」の策定にあたり、基本的な考え方や進め

方についての概要を示すものである。 
   

２ 計画の位置づけ 

  「越谷市障がい者計画」は、障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」として策定す

るもので、国の「障害者基本計画」、県の「障害者支援計画」とともに、本市の最上位計画

である｢越谷市総合振興計画｣や福祉関連分野の上位計画である「越谷市地域福祉計画」の

内容を踏まえ、本市の障がい者の福祉について、その理念や方針、施策の方向を明らかに

する部門別計画として策定する。 

  また、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、障害福祉サービスの提供体制の確保

等に関する事項について定める「越谷市障がい福祉計画」及び「越谷市障がい児福祉計画」

や関連分野の計画と連携・調整を図ったものとする。 
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３ 計画期間 

  令和８年度（2026 年度）から令和１２年度（2030 年度）までの５年間とする。 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

総合振興計画

地域福祉計画

障がい者計画

障がい福祉計画
障がい児福祉計画

第５次計画基本構想

第５次計画前期基本計画 後期基本計画

第３次計画 第４次計画

第６次計画（本計画）

第７期（第３期）計画 第８期（第４期）計画

第５次計画

第９期（第５期）計画

 
 

４ 策定体制 

 ※別紙１参照 

（１）策定委員会（令和７年度設置予定） 

    福祉部長を委員長、子ども家庭部長を副委員長とし、関係各課の課長の職等にある者

で構成する策定委員会を設置する。策定委員会は、計画の策定に必要な事項を協議し、

計画案を作成する。 
 

（２）越谷市社会福祉審議会（障害者福祉専門分科会） 

   障害者基本法第１１条第６項の規定により、障がい者計画の策定にあたっては、障害

者基本法第３６条第４項の合議制の機関に意見を聴くこととされており、本市では、社

会福祉法第７条第１項の規定に基づき設置している社会福祉審議会がこれに当たる機関

となっていることから、本審議会へ諮問し、障害者福祉専門分科会において意見を聴く

ものとする。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

越
谷
市
社
会
福
祉
審
議
会

◎法定必置

◎法定必置

●任意設置

民生委員審査専門分科会

障害者福祉専門分科会

◆民生委員の推薦・解職等、適否に関する事項

◆障害者の福祉に関する事項

地域福祉専門分科会 ◆地域福祉活動の推進・支援等に関する事項

◎法定必置

《調査審議事項》

児童福祉専門分科会 ●任意設置

◆身体障害の程度に関する事項

◆医師の指定・指定取消しに関する事項

◆子ども子育て支援事業計画に関する事項

◆その他の児童の福祉に関する事項

審査部会

《専門分科会等》
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（３）越谷市障害者地域自立支援協議会 

   相談支援事業関係者、障害福祉サービス事業関係者、障害者相談員、関係行政・

教育機関の代表者、保健医療関係者、学識経験者により構成される、越谷市障害

者地域自立支援協議会の意見を聴くものとする。 
  

（４）市民からの意見聴取 

  ①アンケート調査 

    身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者、高次脳機能障

がい者、難病患者、その他市民、障害福祉サービス事業所等、障がい者を雇用

する民間企業に対し、アンケート調査を実施し、この結果を計画策定における

基礎資料とする。※令和６年度実施予定 
 

  ②団体ヒアリング調査等 

    越谷市障害者福祉センターこばと館に登録されている障がい福祉関係団体

を中心に、書面による調査及び必要に応じたヒアリングを実施し、この結果を

計画策定における基礎資料とする。※令和６年度実施予定 
 

③意見公募手続（パブリックコメント） 

    市内の地区センター等に設置する意見募集箱や事務局担当課の窓口等をと

おして、計画案に対する市民の意見を募集する。※令和７年度実施予定 
 

（５）事務局 

   事務局は、福祉部障害福祉課に置き、計画策定に関する庶務や関係部課所との

連絡調整等を行う。また、計画策定あたっては、専門的な調査・検討が必要とな

るため、一部業務をコンサルタント業者に委託し、事務局の強化を図る。 
 

５ 策定スケジュール 

 ※別紙２参照 
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障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画策定基本方針参照条文 

 
○障害者基本法（抄） 
（障害者基本計画等） 

第十一条 （条文略） 
３ 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村

における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的

な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならない。 
６ 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機

関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係

者の意見を聴かなければならない。 
（都道府県等における合議制の機関） 

第三十六条 （条文略） 
４ 市町村（指定都市を除く。）は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理す

るため、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。 
一 市町村障害者計画に関し、第十一条第六項（同条第九項において準用する場合を含

む。）に規定する事項を処理すること。 
二 当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な

事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。 
三 当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の

連絡調整を要する事項を調査審議すること。 
 
○社会福祉法（抄） 
（地方社会福祉審議会） 

第七条 社会福祉に関する事項（児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。）を調

査審議するため、都道府県並びに地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十

二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条の二

十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）に社会福祉に関する審議会その他の合議

制の機関（以下「地方社会福祉審議会」という。）を置くものとする。 
２ 地方社会福祉審議会は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督に属し、

その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。 
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別紙１ 

 

計画策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       障害福祉課 

       子ども福祉課 

       コンサルタント【助言指導】 

市  長 

【計画の策定】 

障害者地域自立支援協議会 

 

学識経験者 

相談支援事業関係者 

障害者相談員 

保健医療福祉関係機関等 

越谷市社会福祉審議会 

障害者福祉専門分科会 
 

学識経験者 

社会福祉事業従事者 

公募市民 

事務局 

政策会議 

策定委員会 

 

【必要事項の協議及び計画案の作成】 

委 員 長：福祉部長 

副委員長：子ども家庭部長 

委  員：関係課長職等 

提  示 報  告 

・アンケート調査 

・障がい者団体へのヒアリング調査等 

・意見公募手続（パブリックコメント） 

・庁内関係各課への事業調査 

・障がい者等の状況（手帳所持者、サービスの利用状況等） 

・現行計画の進捗状況調査 

現状把握等 

（庁内体制） 

 

意
見
聴
取 

諮
問
・
答
申 

意
見
聴
取 
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第
１
回
委
員
会

第
２
回
委
員
会

第
３
回
委
員
会

　
第
１
回
分
科
会

　
全
体
会

第
３
回
分
科
会

　
第
３
回
分
科
会

　
第
１
回
全
体
会

　
第
２
回
分
科
会 全

体
会

第
１
回
分
科
会

第
２
回
分
科
会

　
第
２
回
全
体
会

アンケート案の作成 アンケート結果集計

計画骨子案作成・協議 素案作成・協議

・アンケート調査の方

針について協議

・現行計画の進捗状況

報告

アンケート調査票の

内容について協議
・アンケート結果の報告

・次年度の流れの報告

骨子案の協議
素案の協議

①

素案の協議

②

・アンケート結果報告

・計画策定の概要報告
・素案の協議

政
策
会
議

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

委
託
契
約
締
結

ア
ン
ケ
ー
ト
実
施

アンケート準

備・印刷

策定委員会

設置要領策定 設
置

諮
問

・策定基本方針（案）

団体ヒアリング準備・実施


